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１（１）事業方針 
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①長門湯本温泉の歴史や文化、特徴を活かした計画であること 
 
②収益性のある自立した事業であること 
 
③当初は恩湯周辺の質を高めることに集中投資し、その後段階的に投資すること 
 
④恩湯単体ではなく、地先エリア一帯の魅力を高める事業であること 
 
⑤地域の事業と連携し周辺事業者の事業機会を増やすこと 
 
⑥事業者の経営状況で恩湯の継続が左右されないような工夫をすること 
 

 



１（２）業務の範囲 
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必須業務 

①施設整備・運営関係 

 

 恩湯および飲食物販施設の整備・運営業務 

 

 恩湯周辺の広場の整備・運営業務 

 

 恩湯周辺の市道部分および雁木広場の管理業務 

  ※管理は日常的な管理とし、大規模修繕等は含まない 

  ※雁木広場の整備は山口県において行う 

  ※市道部分については長門市において整備を行うが、事業者は恩湯周辺の広
場空間の一体性を踏まえた舗装等の提案を行うことができ、デザイン会議に
おいて議論を進める 

 

 礼湯の泉源・歴史性を活かした泉源活用の提案・維持管理業務 

  ※提案された案のうち、施設整備についてはデザイン会議での提案・議論を
踏まえ、市において整備 

 

 恩湯近辺の川床運営 

     ※ただし、河川活用に関する許可等が整った場合 

 



１（２）業務の範囲 
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必須業務 

②デザイン会議への参画・提案 

 

 デザイン会議に参画し、専門家等とともに観光まちづくり計画の推進に
向けた積極的な役割を果たすこと 

  

 （検討が必要な項目例） 

 
 駐車場の運営の在り方 

 魅力的で持続可能な河
川空間の活用に向けた
仕組みの構築 

 広場等のイベント利用 



１（２）業務の範囲 
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任意業務 

①長門湯本温泉のプロモーション 

 

②長門湯本温泉の歴史・文化を活かしたサービス 

 

③温泉街の活性化に資するオフシーズン対策の取り組み 

 必須の業務とはしないが、今後、長門湯本温泉の魅力向上のために必要と考えられ
る取り組みのうち、積極的な提案を期待する業務について記載する。 



１（３）業務の実施条件 
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①恩湯の運営条件の設定 
 

 （a）営業日・営業時間 

 最低限の条件を設定の上、これを超える部分は事業者提案とする 

       

      ＜休業日＞   月１～４回程度 

      ＜営業時間＞    ９時～２１時 

                （それ以上の営業は提案により可能） 
 

 

 

 （b）公衆衛生の確保 

 湯本区・三ノ瀬区・門前区の住民のうち、現在、自宅に風呂を有しない
方々の利用を認めること。 

 この場合、一定の間、必要な金額補てんについて、市が行う。 



１（３）業務の実施条件 
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①恩湯の運営条件の設定 
 

  （c）料金設定 
      

 現在の安価な入浴料金について、事業の安定運営の観点から見直しを行うこと。 
 
 新たな入浴料金は〇円程度（市において行った簡易シミュレーションによる数字）を目安と
し、事業計画に基づき設定すること。  

 

 この際、時間帯料金や回数券、パスポートなど、地元顧客の安定利用等による施設稼働
の平準化方策も検討・提案することができる。 

 
 



（参考）周辺他施設の運営状況との比較 
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１（３）業務の実施条件 
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①恩湯の運営条件の設定 
 

 （d）泉源の利用 
 

   （利用可能な泉源） 

 恩湯泉源の利用料の設定は長門市において行う。 

      ※物価等の変動に応じて泉源の利用料金の見直しを行う 

 

 事業者の希望により、市有３号泉を利用する場合の条件設定（加熱配湯
or源泉配湯含む）についても長門市において行う。 

 

   （恩湯泉源利用の態様） 

 恩湯はこれまで、直下に存在する泉源を活かし、湧出したままの温度の
湯を比較的深めの浴槽で長時間楽しめる施設として地元利用者に楽しま
れてきた。 

 

 こうした恩湯の特徴の中でも、特に泉源の特色である自然湧出の魅力を
活かした提案を行うこと。ただし、加熱・加水等の提案は差し支えない。 



１（３）業務の実施条件 
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①恩湯の運営条件の設定 

 

 （e）枯渇等の場合における対応 

 

   （工事に当たっての対応） 

 工事に当たっては、湧出部の上に建物を建てることも可能とするが、市において実
施した泉源調査の結果を踏まえて泉源への影響について配慮すべき内容を提示する 

  （例）・岩盤への荷重に配慮すること 

     ・旧男湯・女湯の仕切りとなっていた壁を撤去しないこと 

 

（事業期間中の対応） 

 事業期間中に何等かの事情で泉量・泉質・温度の変動等については、市と事業者で
対応を検討する。ただし、市又は事業者に明らかな管理義務違反がある場合は除く。 

 

 ただし、保険等による事業者自身での事業への影響緩和策については提案を求める。 

  

  （中長期的対応） 

 自然湧出である限り、中長期的に考えて常にリスクは抱えているため、枯渇等によ
りボーリング等が必要となる可能性がある。この場合は、上屋の撤去等必要な対応
について事業者に協力を義務付け、万一の対応ができるような設計上の配慮を促す。 

 



１（３）業務の実施条件 
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①恩湯の運営条件の設定 
 

  （f）その他 
 

 衛生管理等最低限の管理業務を規定 

 

 恩湯および周辺広場について、 

  ・そぞろ歩きの中心として将来的な車輌進入規制を検討しているエリアで
あること 

  ・一方で、身障者や高齢者等も利用する施設・エリアであること 

 を踏まえ、 

・この事業敷地においては一時的な停車による身障者等の乗降が可能な場
所を確保すること 

・最低限の想いやり駐車場については事業敷地内外を問わず提案を可能と
すること 



１（３）業務の実施条件 
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②設計・デザインに関する条件 

 

公募 

応募 

設計 

審査 

（ア）ハードの整備条件の提示 

 

  a.求める空間デザインへのメッセージの提示 

 

 

     b.遵守すべき項目の提示   

 サイン・看板にサイネージ広告を使用しないこと 

 外灯の明かりは3,000k以下とすること 

 温泉街のシンボルとして魅力的な夜間景観の形成に貢献す
ること 

 

  c.推奨内容として景観ガイドライン骨子の提示 

 

  d.恩湯の内部計画 

 施設規模については試設計を参照しつつ、自由に提案する
こと 



１（３）業務の実施条件 
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②設計・デザインに関する条件 

 

（イ）設計者の明確化 

応募の際、運営事業者だけでなく、設計企業・設計担当
者の提案を求める 

市 

運営企業 

建設企業 設計企業 維持管理企業 

基本協定・ 

借地契約 

委託・請負契約 

協定・借地契約の当事者となり、
設計・建設・維持管理を含めすべ
ての業務の履行義務を負う 

⇒応募時に名称等を明らかにする 

応募時には名称等を明らかにする必要はない。 

運営企業が任意に選定する 

施設整備内容の質の確保にお
いて重要な役割を担う 

⇒応募時に担当者具体名を含
めて名称等を明らかにする 

公募 

応募 

設計 

審査 



１（３）業務の実施条件 

15 

②設計・デザインに関する条件 

 

公募 

応募 

設計 

審査 

（ウ）デザイン会議との連携 
 

 ⇒運営事業者をデザイン会議委員として位置づけ 

  ・広場と公共空間の連続性確保 

  ・恩湯デザインと景観ガイドラインとの整合性確保 



１（３）業務の実施条件 
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③事業スキーム等 
 

 定期借地権方式により、期間は３０年とする。 

 

 収益をベースに地域への再投資を進めることを期待する事業であるとい
う特性、温泉街全体の活性化には一定の期間を要することを踏まえ、土
地使用料の減免等、一定の優遇策を検討する。 



２（１）提案・評価の項目 
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審査項目 評価の視点 

事業コンセプト 
観光まちづくりの中核として魅力的か 

長門湯本の歴史等を活かしたものか 

事業性 

事業計画の妥当性 

資金調達の実現可能性 

中長期的な視点も含めたリスク対応ができているか 

空間構築・空間活用 

公共・民間のエリアが一体となった魅力的な空間構
成が可能か 

活用される施設・広場となる具体的なイメージがあ
り、魅力的なものか 

周辺への波及・地域連携 

地域と連携した収益事業など地域事業者の事業チャ
ンスにも資する提案か 

デザイン会議に主体的に参画し、議論していける能
力があるか 

技術力・実績等による事業実現性 

温浴施設の運営等の実績があるか 

建築やランドスケープ等の構想を実現する技術力を
有するか 



２（２）審査体制（検討中） 
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委員 肩書 備考 

（地元） 

   荒川 武美 

 

湯本まちづくり協議会会長 

 

推進会議委員 

（地元経済） 

   伊藤 孝身 

 

湯本温泉旅館協同組合理事長 

推進会議委員 

湯本温泉保護開発委員 

（地元経済） 

   岡藤 智加子 

 

観光コンベンション協会副会長 
観光戦略推進会議委員 

（計画策定業務受託者） 

   星野 佳路 

 

星野リゾート代表 

 

推進会議委員 

（建築） 

   田中 智之 

 

熊本大学大学院建築学専攻 准教授 

（有識者） 

   内田 恭彦 

 

山口大学経済学部 教授 

推進会議委員 

観光戦略推進会議委員 

（行政） 

   木村 隼斗 

 

長門市経済観光部長 
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３（１）事業運営に対するモニタリング 

 事業者によるセルフモニタリングと市によるモニタリングを組み合わせ、事
業の監視を複層化 

 
 市によるモニタリングにおいては、専門家等からなる評価機関を設置し、コ
ア事業者の進める事業に関し、事業者提案に基づく事業内容の見直しや、客
観的な評価に基づく改善指導等を行うことができることとする。 

20 

事業者による 

モニタリング 
市による 

モニタリング 

評価機関が客観的に
チェック 

諮問 
意見出し 

事業の健全性確保 

利用者アンケート等による意見収集・
改善検討 

金融機関による 

モニタリング 

※プロジェクトファイナンスの場合、 

 うまく機能する 



３（１）事業運営に対するモニタリング 
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①運営内容の変更 
 

 社会経済情勢や利用者ニーズの変化などに対応できるように、提案内容の
変更を想定した仕組みを導入。 

 

 具体的には、事業内容の変更についての事業者提案を認め、市（または別
途の評価委員会等を設置）が承諾した場合に変更を可能とする 

 

 ※評価委員会を設置する場合はモニタリングとの連動 

選定事業者による運営 

事業者による事業見直し 

評価委員会等による承諾 



３（１）事業運営に対するモニタリング 
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②事業改善 
 

 利用者の満足度など、あらかじめ設定し
た項目をベースにしたモニタリングを行
い、業務の履行状況をチェックする。 

 

 モニタリングと連動し、市による業務の
改善勧告、契約解除を規定し、改善がな
されない場合には運営の入れ替えも想定
した仕組みとしておく。 

 

 

                                         

  

市による事業モニタリング  

業務内容が事業の実施条件や事業
提案の内容を満たしていない場合 
  
  

改善勧告（1回目）  

業務改善措置  

随時モニタリング  

改善勧告（2回目）  

随時モニタリング  

テナント企業の変更 

契約解除 

改善 

業務
継続 

改善 

改善 

非改善 

非改善 

非改善 



（参考）運営開始以降の対応イメージ 
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選定事業者による運営 

改善勧告等 

契約解除 

改善勧告等 

運営改善 

新規事業者による運営 

定期モニタリング 



３（２）撤退時の対応 
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①事業撤退に先立つ事前申入れ 
 

 事業者の申し入れによる中途解約規定を設定し、事業者が撤退しても市が
代替となる事業者を選定できる猶予期間を設定する 

 

  例）「事業者が10年間経過以降に中途解約を希望する場合は、1年前まで
に市に申し入れを行うことができる」 

    ※ 中途解約規定の乱用を防止するため、違約金の設定を行う。 
 

選定事業者による運営 中途解約 

事前申入れ 

新規事業者の募集 

新規事業者による運営 



３（２）撤退時の対応 
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②買い取り請求権の設定 
 

 事業者の廃業（倒産）時に、市が施設を買い取ることができる権利を規定 

  

 ※買い取り価格については算定の方法を設定。あまり事業者に有利な条件で
は、弊害があり得るため、濫用を抑制できる程度の評価を検討。 

 

③リスク対応に関する評価 
 

 モニタリングを複層化するためには、プロジェクトファイナンスを前提に、
事業継続に向けた市と金融機関との協定を締結することが有効。 

 

 ただし、募集要件とするにはハードルが高いため、事業継続に向けたリスク
対応（天災時の保険設定等も含む）について提案を求め、上記のような対応
が可能な場合に高く評価できる仕組みとしておく。 

 



（参考）運営開始以降の対応イメージ 
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選定事業者による運営 

新規事業者の募集 

新規事業者による運営 

廃業 

・事業者による違約金の支払い 

・市による買取り請求権の行使 

 （必要に応じ） 

直接協定に基づく
金融機関との連携 


